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「車いす移動車」等に係る自動車税・自動車取得税の 

減免制度の一部改正について 

 

東京都では、「構造上もっぱら下肢等障害者の方の利用に供されるための自動車」として、車

検証の車体の形状が「車いす移動車（「身体障害者輸送車」と表示される場合もあります。）」、「入

浴車」（以下「車いす移動車等」という。）となっている特種用途自動車について、申請により、自動

車税・自動車取得税の全額減免を受けられる制度があります。 

平成 21 年度以後の自動車税・自動車取得税については、構造要件に加え利用要件

（現に当該自動車の使用の目的のために供されているもの）を満たすことが確認でき

る書類が必要となりますので、以下のとおりお知らせします。 

 

１ 必要書類 

  構造要件と利用要件の確認のために、次の書類が必要となります。 

利用 

対象者 
区分 必要書類 

構造要件 車検証（車体の形状が車いす移動車等であるものに限る。） 

特定の個人 
利用要件 

○ 以下いずれかの「車いす利用者」であることを確認できる書

類の写し（「車いす」及び「車いす利用者氏名」の記載があるもの

に限る。）が必要になります。 

・ 居宅サービス計画書及びサービス利用票（ケアプラン） 

・ ケアマネージャーからの証明書 

・ （区市町村からの）補装具費支給決定通知書 

・ （労働局からの）義肢等支給（修理）承認書 

・ 医師の診断書 

○ 自動車使用計画書 

構造要件 車検証（車体の形状が車いす移動車等であるものに限る。） 

不特定多数 
利用要件 

○ 事業の確認ができる書類（定款、商業登記簿謄本等） 

○ 自動車使用計画書 

※ 自動車使用計画書の内容と異なる使用をすることとなった場合、申出が必要になります。 

※ 減免申請書の利用状況欄に車いす利用者の「住所」「氏名」等もしくは事業所の「所在地」

「名称」を記入していただく必要があります。 

 

２ 減免台数 

  特定の個人の用に供する場合は、車いす利用者 1 人につき 1 台に限ります。不特定多数の用

に供する場合は、台数の制限はありません。 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

東京都主税局課税部課税指導課自動車税係 ０３－５３８８－２９５４ 
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自 動 車 使 用 計 画 書 

 

平成  年  月  日 

東京都都税総合事務センター所長 殿 

 

住   所                   

 

使用者氏名（名称）             ㊞ 

 

電話番号                    

 

 

第 28 条の 10 の 2 第 1 項第 2号 
下記のとおり自動車の使用を計画しており、都税条例施行規則 

第 29 条第 3項第 2号 

の規定のとおり当該自動車の使用の目的に供されるものであるため、報告いたします。なお、本内容

と異なる使用をすることとなった場合及び減免を受ける事由がやんだ場合においては、都税条例第 82

条第 4項に基づき、直ちに申し出ます。 

 
記 

 
１ 登録番号（車両番号） 

（地区名） （車種番号） （平仮名） （番号） 

 
 

   

 
２ 使用目的 

 

 

 

３ 使用頻度 

 

 

 

４ 運行範囲 

 

 

 

 

 

※ 住所・氏名（名称）は、車検証上の使用者についての記入とすること。 


